


  東播都市計画高度利用地区の変更　
　　　　　位　　置　　図　

縮尺 1:20,000

1



2.3

2.4

3.0

2.2

2.82.8

8.5

2.6

2

2.2

2.2

1.8

1.9

2.3

2.0

2.2

6

2.8

2.1

2.3

2.4

2.6

0

3.2

2.6

3.4

2.8

3.1

2.7

3.7

3.6

2.9

堀

ｗ

９

９

８８

６

７

４

３

５

４

４

６

５

９

６

６

６

３ ３
３

３

５
３

５

６

５

８

８ ９

４

４ ４ ４

８

９

７ ７

６

７

５

８

４
３

３

３

３

４

４
４３

３

３５

４

７

４

３
５

４

４

３

３

３

３

３

６

６

７

３

４４４

５ ５

４ ３ ４

４ ４５

４

５

４４

４
４

４

４
４
４

４ ３

３ ３

３ ３

３

３

３

５

４

３

３

３
３

４

３

３
３

３

４

３

５４

３
４

５

６
６

６

４

３

９

２

７

３

４

３

４
５

３

３

６

５

３ ６

４

３

本町１ 丁目

１ 丁目

鍛治屋町

主
要
地
方
道
明
石
神
戸
宝
塚
線

塚 線

主
要
地
方
道
明
石
停
車
場
線

国 道

明 石 駅

山陽明石駅

明石公園

明石駅前

場

エルアルス明石

明石南館ステーショ ンプラ ザ

ビ
ル

白
菊
グ
ラ
ン
ド

かじやまち会館

プレステージ

明石東館

と
き
打
ち
太
鼓

市立あかし男女共同市立生涯学習センタ

アスピア明石

立体駐車場

弁
天
会
館

東本町会館

む
つ
み
会
館

桜町会

明石商工

会議所

市立明石駅前

市立明石小学校

立体駐車場

ステーショ ンプラ ザ明石駅前交番

自
転
車
駐
車
場

明
石
駅

藤 見 池

明 石 駅 前 広 場

ア ー ケ ー ド

駐車場

正
面
入
口

ワ
コー

レ
明
石

セ
ン
テ
ィー

ル

１ ３

１ ４

１ １

１ ３

１ ３

１ ０

１ ２

１５

2.2

2.8

2.1

2.0

1.8

1.6

4.3

2 6

2.22.2

2.2

1.8

1.7

2

４ ３

３ ４

３

５

３
３

３

３３
４

６５
３

３

８
４６

７

５

７

４

３

３

３
３

３ ３ ５ ５

４５８４
４

３

４

３

３

３
３

４

３

４

４

４

５ ５ ５

５４

３

４

５

３

５

４

５

５

鍛治屋町本町１ 丁目

錦
江
橋

中崎橋

ジ
ェ
ノ
バ
ラ
イ
ン
の
り
ば

明
淡
高
速
船
の
り
ば

明石相生町リ ブコ ート ベイサイ ド

明
プ

光明寺

浜光明寺

明
石
市
公
設
地
方
卸
売
市
場

水
産
物
分
場

捨石

１ ０

１ ２

１ ２

１ ３

１ ２

プレステージ明石駅前

シーサイドパレス

１０

Ｙ ・ Ｋハイ ツ相生町

１ ５ ワコ ーレ明石

ヴェ スト ーレ

ネ
バー

ラ
ン
ド
明

ハー

バー

ビ

0 30 60 90 12015
メートル1:2,500表示位置：中心は84：本町付近

明石駅

明石公園

国道２号

変更箇所

  東播都市計画高度利用地区の変更　
　　　　　計　　画　　図　

2







（参考）

変  更  前  後  対  照  表 

変       更       前 変       更       後

備 考

主  な

変更内容種 類 面 積

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合の

最低限度

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度

建築物の建

築面積の最

低限度

面 積

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合の

最低限度

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合の

最高限度

建築物の建

築面積の最

低限度

高度利用地区

(本町地区) 約 0.34ha 60/10 以下 20/10 以上 8/10 以下 200 ㎡以上 － － － － － 
明石市本町1丁

目の一部
削除

高度利用地区

(東仲ノ町地区)

約 1.35ha 60/10 以下 20/10 以上 8/10 以下 200 ㎡以上 約 1.35ha 60/10 以下 20/10 以上 8/10 以下 200 ㎡以上 
明石市東仲ノ

町の一部
変更なし約 0.32ha 45/10 以下 15/10 以上 6/10 以下 200 ㎡以上 約 0.32ha 45/10 以下 15/10 以上 6/10 以下 200 ㎡以上 

約 1.67ha － 約 1.67ha － 

高度利用地区

(朝霧駅前地区) 約 0.41ha 35/10 以下 15/10 以上 6/10 以下 200 ㎡以上 約 0.41ha 35/10 以下 15/10 以上 6/10 以下 200 ㎡以上 
明石市大蔵谷

字狩口の一部
変更なし

高度利用地区

(明石駅前南地区) 約 2.19ha 70/10 以下 20/10 以上 7/10 以下 200 ㎡以上 約 2.19ha 70/10 以下 20/10 以上 7/10 以下 200 ㎡以上 
明石市大明石

町1丁目の一部
変更なし

合  計 約 4.61ha － 約 4.27ha － 

（注１） ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限

度は建築基準法第 53 条第 3 項第 1 号又は第 2 号のいずれかに

該当する建築物にあっては 1/10、同項第 1 号及び第 2 号に該

当する建築物又は第 5 項第 1 号に該当する建築物にあっては

2/10 を加えた数値とする。

（注２） ただし、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限

度は建築基準法第 59 条の 2 の規定により許可された建築物に

ついては、これを超えることができる。

（注３） ただし、壁面後退により歩道と一体として確保される空地に

おいて、公益上必要な建築物、又は上空に設けられるデッキ、

階段等これらに類する用途に供するものについては、地上４ｍ

以上の部分に設置することができる。

（注１） ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限

度は建築基準法第 53条第 3 項第 1 号又は第 2号のいずれかに

該当する建築物にあっては 1/10、同項第 1 号及び第 2 号に該

当する建築物又は第 5 項第 1 号に該当する建築物にあっては

2/10 を加えた数値とする。

（注２） ただし、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限

度は建築基準法第 59条の 2の規定により許可された建築物に

ついては、これを超えることができる。

（注３） ただし、壁面後退により歩道と一体として確保される空間に

おいて、公益上必要な建築物、庇、又は上空（地上４ｍ以上

の部分のみ）に設けられるデッキ、これに付属する階段若し

くはこれらを支える柱等については設置することができる。

一部変更
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